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参議院における附帯決議（平成27年８月25日参・内閣委員会） 

 

 

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

 

一 男女間に賃金格差が存在する現状に鑑み、女性が職業生活において、意欲をもって

能力を伸長・発揮できる環境を整備するため、公労使により賃金格差の是正に向けて

検討すること。 

 

二 非正規労働者の七割、かつ雇用者全体の四分の一を非正規労働者の女性が占めてい

ることに鑑み、本法の実効性を担保するため、本法に基づく実態把握、分析、目標設定、

事業主行動計画の策定・公表等は雇用管理区分ごとに行われるよう検討すること。 

 

三 派遣労働者については、派遣元事業主による実態把握等に加え、実際に使用してい

る派遣先事業主により、実態把握、分析等がなされるとともに、事業主行動計画に「雇

用形態の変更等の機会の積極的な提供」などが盛り込まれるよう検討すること。 

 

四 一般事業主が事業主行動計画を策定するに当たって、男女の育児休業取得割合、男

女間の賃金格差、自ら使用する労働者に占める正規労働者の割合及び自ら使用する女

性労働者に占める正規女性労働者の割合等を省令によって状況把握の任意項目に加え

ることについて検討すること。 

 

五 一般事業主が事業主行動計画を策定し、又は変更するに当たっては、労使の対話等

により労働者の実態やニーズを的確に把握するよう、事業主行動計画策定指針におい

て示すこと。 

 

六 一般事業主による事業主行動計画に基づく取組の実施状況の公表を促進すること。 

 

七 一般事業主行動計画策定の義務付けに係る規模要件については、本法施行後の状況

等を踏まえ、その見直しについて検討すること。 

 

八 広報活動等を通じ、優れた取組を行う一般事業主の認定制度を周知することにより、

一般事業主による女性の職業生活における活躍に関する取組を促進すること。また、

認定一般事業主の認定に当たっては、基準の客観性が確保されるよう配慮するととも

に、非正規労働者に対する処遇改善を認定の要件とすることを検討すること。 
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九 特定事業主が事業主行動計画を策定するに当たって、男女の育児休業取得割合、男

女間の給与格差、任用する職員に占める正規職員の割合及び任用する女性職員に占め

る正規職員の割合等を内閣府令によって状況把握の任意項目に加えることについて検

討すること。 

 

十 公務員の臨時・非常勤職員においても、女性が多数を占めることに鑑み、全ての女性

の活躍を促進する観点からも、臨時・非常勤職員について、制度の趣旨、勤務の内容に

応じた任用・勤務条件が確保できるよう引き続き配慮するとともに、その実態を把握

すること。 

 

十一 協機会を組織する関係機関に、必要に応じ、協議会に男女共同参画センター、労働

組合、教育訓練機関その他の女性労働者に対し支援を行う団体も構成員として加える

ことを検討するよう促すこと。 

 

十二 地方公共団体においても本法及び本附帯決議に基づく適切な措置が講じられるよ

う支援するとともに、周知・助言等を図ること。 

 

十三 家庭及び地域を取り巻く環境の変化等により家庭における子育て及び介護に支障

が生じないよう、家庭における子育て及び介護の支援に関する施策の推進を図ること。 

 

十四 配偶者からの暴力及びストーカー行為等により、女性の職業生活における活躍が

阻害されることがないよう、被害の防止及び被害者に対する相談・支援体制の充実を

図ること。 

 

十五 男女を問わず職業生活を営む上で障害となる、あらゆるハラスメントに一元的に

対応する体制の整備について、事業主の措置を促すことを検討するとともに、ハラス

メントの防止に向けて、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法等関連する法律の改

正を積極的に検討すること。 

 

十六 固定的性別役割分担意識が払拭され、女性が活躍しやすい環境となるよう、本法

の施行後三年の見直しを積極的に検討するとともに、男女雇用機会均等法の改正につ

いても検討を進めること。 


